
高齢者の交通手段の確保について（受付日：令和 8 年 2 月 20 日） 

 

Ｑ  多 く の 高 齢 者 か ら 「 タ ク シ ー が 捕 ま ら な い か ら 生 活 が し に く

い」という声を聞く。また、バスの便数は少ないし、そもそもバ

ス停までの距離が高齢者には遠い。 

  高 齢 者 は 免 許 返 納 が 促 さ れ 、 団 塊 の 世 代 が 車 の 無 い 生 活 に な

ることを考えると、急を要する課題だと思う。 

  高 齢 者 の 交 通 手 段 と し て の ラ イ ド シ ェ ア を で き る だ け 早 期 に

実施して欲しい。 

 

Ａ  高 齢 者 の 交 通 手 段 の 確 保 に つ い て は 、 本 市 と し て も 重 要 な 課

題 の 一 つ と 理 解 し て お り 、 市 街 地 に お け る コ ミ ュ ニ テ ィ タ ク シ

ー や 北 部 の 中 山 間 地 域 に お け る デ マ ン ド バ ス な ど の 地 域 内 交 通

の 運 行 、 路 線 バ ス に お け る 高 齢 者 バ ス 優 待 乗 車 制 度 等 に よ り 取

組を進めているところです。 

  こうした取組を進める中、本市では、令和 7 年度から交通空

白 地 域 で あ る 市 北 部 地 域 の 小 野 地 区 で 「 公 共 ラ イ ド シ ェ ア （ ※

１）」の実証事業を行い、宇部市内のあるタクシー会社では、令

和 ７ 年 １ 月 ９ 日 に 国 の 許 可 を 受 け て 「 日 本 版 ラ イ ド シ ェ ア （ ※

２）」の運行を開始されているところです。 

  交 通 手 段 の 確 保 に つ い て は 、 様 々 な 手 法 が あ り ま す の で 、 地

域 の 特 性 に 応 じ て 利 用 者 の ニ ー ズ に 沿 っ た 取 組 を 進 め て ま い り

たいと考えています。 

 

※ １ ）公 共 ラ イ ド シ ェ ア：自 治 体 や NPO 法 人 等 が 実 施 主 体 と な り 、交 通 空

白 地 域 の 解 消 を 目 的 に 、地 域 の 自 家 用 車 や 一 般 ド ラ イ バ ー を 活 用 し て 、有

償 で 運 送 サ ー ビ ス を 提 供 す る も の 。  

※ ２ ）日 本 版 ラ イ ド シ ェ ア：タ ク シ ー 事 業 者 の 管 理 の 下 で 、タ ク シ ー が 不 足

す る 曜 日 や 時 間 帯 に お い て 、 地 域 の 自 家 用 車 や 一 般 ド ラ イ バ ー を 活 用 し

て 、 有 償 で 運 送 サ ー ビ ス を 提 供 す る も の 。  
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